
東京都既存住宅省エネ改修促進事業

建物 ： 戸建住宅、集合住宅 

申請者 ： 住宅の所有者（個人・法人）、買取再販事業者等、管理組合 

設備等 ： 窓、ドア、断熱材、太陽熱利用システム、高断熱浴槽、節湯水栓、 

LED 照明、電気ヒートポンプ給湯機、潜熱回収型ガス給湯機、 

潜熱回収型石油給湯機、ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機、 

燃料電池システム、コージェネレーション設備、蓄電池 

事業概要

申請期間 令和5年 7月 24日（月）～ 令和 6年 1月19日（金） 

執行団体 東京都住宅政策本部民間住宅部 

令和５年度 

東京都内の既存住宅について、住宅の省エネ診断、省エネ化のための計画の策定、 

省エネ改修工事の費用の一部を補助 

助成対象 

【省エネ診断等】・【省エネ設計等】対象経費の2/3 

【省エネ改修等】戸建住宅・共同住宅等：対象経費の23％ 

       マンション：対象経費の1/3  ※上限額は募集要項参照 

助成率 

東京都限定！！既存住宅の断熱化工事や設備の効率化に

補助金が出ます！！

『全体改修』は 

第三者認証(BELS等) 

が必要です 

『全体改修』と 

『部分改修』が 

選べます

主にこどもみらい住宅支援事業又はこどもエコすまい住宅支援事業 

に登録されている製品が対象！！
※他の事業との併給は出来ません



概要版
2023年8月1日

本資料は募集要項の概要をまとめたものです。必ず募集要項等をご確認下さい。 （株）小泉　業務推進部、環境事業部

※（）内の数字は、募集要項の該当ページ

ホームページ https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/shouene.html

事業の流れ
（P22）

問い合わせ先

補助率
と

上限額
（P11、12）

●都又は国から交付される省エネ改修等に係る補助金、原資に都費・国費を含む区市町村から交付される省エネ改修等に係る
　補助金との併用は不可

補助制度の
併給について

東京都住宅政策本部民間住宅部　計画課　脱炭素化施策推進担当　　【TEL】 ０３-５３２０－５４５９

令和５年度　東京都既存住宅省エネ改修促進事業

東京都内の既存住宅について、住宅の省エネ診断、省エネ化のための計画の策定、省エネ改修工事の費用の一部を補助

補助金名称

事業概要

補助事業
と

対象経費
（P7-11）

既存住宅とは
 ・新築以外の住宅
 ・住宅として未使用であっても、建設工事の完了の日から起算して一年を経過した住宅

補助対象住宅

住宅の所有者（個人・法人を問わないが、公的機関の所有するものは対象外）、買取再販事業者等、
管理組合（一申請で複数住戸について申請可）

一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、下宿、寄宿舎等、都内に存する民間の既存住宅

令和５年７月２４日（月）　～　令和６年１月１９日（金）

補助対象設備等
窓、ドア、断熱材、太陽熱利用システム、高断熱浴槽、節湯水栓、LED照明、電気ヒートポンプ給湯機、潜熱回収型ガス給湯機、
潜熱回収型石油給湯機、ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機、燃料電池システム、コージェネレーション設備、蓄電池
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※緑の部分は、申請者自身が行う手続き

※完了実績報告について
　補助事業が全て終了した日、又は令和６年
　３月１５日のいずれか早い日までに提出

※手続代行者について
　事業を実施する設計者、販売事業者（宅地
　建物取引業者）、改修の工事施工者に委任可

補助率 上限額

対象経費の
２/３

設定なし

戸建住宅
【省エネ基準に適合する場合】  　７６６，０００円/戸
【ZEH水準に適合する場合】 　１，０２５，０００円/戸

共同住宅等※１
【省エネ基準に適合する場合】  ３，８００円/㎡
【ZEH水準に適合する場合】 　　５，０００円/㎡

マンション※２
対象経費の
１/３

【省エネ基準に適合する場合】  ５，６００円/㎡
【ZEH水準に適合する場合】 　　７，４００円/㎡

戸建住宅
【省エネ基準に適合する場合】  　　７６６，０００円/戸
【ZEH水準に適合する場合】　   １，０２５，０００円/戸

共同住宅等※１
【省エネ基準に適合する場合】　改修に係る室の床面積×３，８００円/㎡
【ZEH水準に適合する場合】　　 改修に係る室の床面積×５，０００円/㎡

マンション※２
対象経費の
１/３

【省エネ基準に適合する場合】　改修に係る室の床面積×５，６００円/㎡
【ZEH水準に適合する場合】　　 改修に係る室の床面積×７，４００円/㎡

区分

③省エネ改修等

全体改修

部分改修

※１
　共同住宅、長屋、下宿又は寄宿舎。ただし、下記

※２
のマンションを除く

※２
　共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000㎡以上であり、かつ地階を除く階数が原則として3以上のもの

対象経費の
２３％

対象経費の
２３％

①省エネ診断等
②省エネ設計等

＜改修後の住宅（又はその部分）の省エネ性能＞

省エネ基準相当又はZEH水準相当の改修

ZEH水準相当の改修

補助対象外

全体改修
（第三者認証必要）

部分改修
（第三者認証不要）

　※省エネ改修等の対象経費は、「開口部や躯体等の断熱化に係る工事費≧設備の効率化に係る工事費」であることが必要

●以下の（１）及び（２）に該当するもの
 （１）住宅の省エネルギー性能を向上させる開口部や躯体等の断熱化に係る改修工事及び設備の効率
　　　化に係る工事（工事を伴わないものは対象外）
 （２）省エネ改修後の住宅が省エネ基準又はZEH水準に相当することについて、BELS等の評価・認証を
　　　受けているもの（取得予定を含む）
●ZEH水準に相当する全体改修と併せて、構造補強を実施する場合、構造補強工事に係る費用

●住宅全体で全体改修の要件を満たさない場合にあっては、改修部分が省エネ基準又はZEH水準に

　 相当する「エコリノベーション等工事」※であって、複数の開口部の改修を含むもの
※
開口部や躯体等の断熱化に係る改修工事、設備の効率化に係る工事で募集要項P14-16に示すもの

③省エネ
　改修等

対象経費

＜改修前の住宅（又はその部分）の省エネ性能＞

●省エネ診断に係る費用
●省エネ診断に必要となる調査のための費用
●既存住宅についてBELSの評価・認証を受けるために必要な費用

●省エネ改修を行うために必要な調査・設計・計画に係る費用
●改修設計内容についてBELSの評価・認証を受けるために必要な費用
●全体改修（ZEH水準）と併せて構造補強を行う場合、構造補強を行うために必要な建築士が実施する
　 調査・設計・計画に係る費用
●工事監理に係る費用

省エネ基準未達

省エネ基準相当

ZEH水準相当

補助事業

①省エネ診断等

②省エネ化等のための
計画の策定
（省エネ設計等）

省エネ性能が向上する改修のみ対象


